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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ラックから簡単に取り外せるスライドレールキ
ットを提供する。
【解決手段】スライドレールキット２０は、レール部材
３０、第一ブラケット２２、第二ブラケット２４、ブロ
ック部材３４、弾性部材３６を備える。第一ブラケット
２２と第二ブラケット２４はレール部材３０の二個の部
位にそれぞれ取り付けられ、ラックの第一ラックポスト
２６と第二ラックポスト２８に取り外し可能なように取
り付けられる。第一、第二ブラケット２２、２４のいず
れか一つは、レール部材３０に動くことが可能に取り付
けられる。ブロック部材３４は第二ブラケット２４に動
くことが可能に連結される。第二ブラケット２４は弾性
部材３６により、ブロック部材３４に対して第一位置を
保持する。第一ブラケット２２は第一ラックポスト２６
から取り外され、レール部材３０は所定方向へと移動し
、ブロック部材３４を連動する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラックの第一ラックポスト及び第二ラックポストに取り付けられているスライドレール
キットであって、
　レール部材、第一ブラケット、第二ブラケット、ブロック部材、弾性部材を備え、
　前記第一ブラケットは、前記ラックの第一ラックポストに取り外し可能に取り付けられ
、
　前記第二ブラケットは、前記ラックの第二ラックポストに取り外し可能に取り付けられ
、前記レール部材に可動的に取り付けられ、
　前記ブロック部材は、前記第二ブラケットに動くことが可能に連結され、
　前記弾性部材は、弾力を提供し、
　前記第二ブラケットは、前記ブロック部材に対して、第一位置を保持し、
　前記第一ブラケットが前記第一ラックポストから取り外された後、前記レール部材が所
定方向へと移動する過程において、
　前記第二ブラケットは、前記レール部材に従い前記所定方向へと移動し、前記ブロック
部材が前記第二ラックポストに接触すると、前記ブロック部材に対して、前記第一位置か
ら第二位置へと移動し、前記第二ラックポストを離脱することを特徴とするスライドレー
ルキット。
【請求項２】
　前記弾性部材は、前記第二ブラケットと前記ブロック部材との間を連結することを特徴
とする請求項１に記載のスライドレールキット。
【請求項３】
　前記第二ブラケットは、第一接触部を有し、
　前記ブロック部材は、第二接触部を有し、
　前記第二ブラケットの第一接触部は、前記ブロック部材の第二接触部を押圧し、
　前記ブロック部材は、前記第二ラックポストを離脱することを特徴とする請求項１に記
載のスライドレールキット。
【請求項４】
　前記第一接触部と前記第二接触部のいずれか一つは、案内面を有し、
　前記案内面は、前記ブロック部材を案内し、
　前記ブロック部材は、前記第二ブラケットに対して所定角度偏りを呈することを特徴と
する請求項３に記載のスライドレールキット。
【請求項５】
　前記第二ブラケットと前記ブロック部材のいずれか一つは、案内部を有し、
　前記案内部は、所定の長さを有し、
　前記ブロック部材は、連結部材により、前記案内部に取り付けられ、前記第二ブラケッ
トに動くことが可能に連結され、
　前記第二ブラケットは、前記連結部材により、前記案内部に取り付けられ、前記所定の
長さに基づき、前記ブロック部材に対して、前記第一位置と前記第二位置との間で移動す
ることを特徴とする請求項１に記載のスライドレールキット。
【請求項６】
　前記第二ブラケットは、前記レール部材に動くことが可能に取り付けられる側板、前記
側板に垂直に連結される端板、及び前記端板に取り付けられ前記第二ラックポストの取り
付け孔に取り付けられる取り付け部材をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の
スライドレールキット。
【請求項７】
　ブラケット、ブロック部材、および、連結部材を備え、
　前記ブロック部材は、前記ブラケットに動くことが可能に連結し、
　前記ブロック部材と前記ブラケットのいずれか一つは、案内部を有し、
　前記案内部は、所定の長さを有し、
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　前記連結部材は、前記案内部を通過し、前記ブラケットと前記ブロック部材とを連結し
、
　前記ブラケットは、前記連結部材に基づき、前記案内部の所定の長さ内において、前記
ブロック部材に対して第一位置と第二位置との間で移動することを特徴とするブラケット
装置。
【請求項８】
　弾力を提供する弾性部材をさらに備え、
　前記ブラケットは、前記ブロック部材に対して、前記第一位置を保持することを特徴と
する請求項７に記載のブラケット装置。
【請求項９】
　前記ブラケットは、第一接触部を有し、
　前記ブロック部材は、第二接触部を有し、
　前記ブラケットの第一接触部は、前記ブロック部材の第二接触部を押圧し、
　前記ブロック部材は、前記ブラケットに対して、所定角度の偏りを呈することを特徴と
する請求項７に記載のブラケット装置。
【請求項１０】
　前記ブラケットは、側板、前記側板に垂直に連結される端板、及び前記端板に取り付け
られる少なくとも一個の取り付け部材を有し、
　前記ブロック部材は、前記案内部と停止部を有し、
　前記ブロック部材は、前記連結部材により前記案内部を通過し、前記ブラケットの前記
側板に動くことが可能に連結し、
　前記停止部は、前記端板に対応することを特徴とする請求項７に記載のブラケット装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はスライドレールキットに関し、特にラック（ｒａｃｋ）から簡単に取り外せる
ブラケットデバイスを有するスライドレールキットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、サーバー用スライドレールの工具不要取り付け支持フレームを示す。
　それは、スライドレール後取り付け支持フレーム１上に設置する一対のラック定位柱４
とラック浮揚性鈎部２を有する。
　ラック浮揚性鈎部２は、一対の翼片２０５上にそれぞれ設置される一対の鈎部２０３を
有する。
　一対の翼片２０５上には、スライドガイドスリーブ２０１をそれぞれ設置し、「アーチ
」形湾曲部材２０６を通して固定して連結される。
　スライドレール後取り付け支持フレーム１上には、二個のスライドガイドポスト１０１
をさらに固定する。
　スライドガイドポスト１０１は、スライドガイドスリーブ２０１内に嵌めて設置され、
位置制限ボルト７を通して固定して連結される。
　スライドガイドスリーブ２０１上、翼片２０５と位置制限ボルト７との間には、第一回
復バネ６を設置する。
　スライドレール後取り付け支持フレーム１上には、浮揚性ピン３を設置する浮揚性ピン
通過孔１０４をさらに設置する。
　浮揚性ピン３の一端は、位置制限ボルト７を通過し、「アーチ」形湾曲部材２０６上に
連結し、反対端は、錐形ヘッド３０１で、浮揚性ピン通過孔１０４内に設置される。
　浮揚性ピン３上、錐形ヘッド３０１の端面と位置制限ボルト７との間には、第二回復バ
ネ５を嵌めて設置する。
【０００３】
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　上記した配置に基づき、特許文献１に開示された構造は、浮揚性ピン３により、後支持
フレームに包まれたスライドレール外レールを駆動し、スライドレール後取り付け支持フ
レーム１のロックとロック解除を達成することができる。
【０００４】
　しかし、特許文献１に開示する構造は、構成が極めて複雑なため、全体の操作性能に悪
影響を及ぼす可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】中国特許第ＣＮ１０２６９５３９６Ｂ号明細書
【特許文献２】米国特許第ＵＳ７１９２１０３Ｂ２号明細書
【特許文献３】米国特許第ＵＳ７７３１１４２Ｂ２号明細書
【特許文献４】米国特許第ＵＳ８１４６７５６Ｂ２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記先行技術には、構成が極めて複雑なため、全体の操作性能に悪影響を及ぼす可能性
があるという欠点がある。
【０００７】
　本発明の目的はブラケットをラック上から簡単に取り外すことができるブラケットデバ
イスを有するスライドレールキットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によるスライドレールキットは、ラックの第一ラックポスト及び第二ラックポス
トに取り付けられる。
　スライドレールキットは、レール部材、第一ブラケット、第二ブラケット、ブロック部
材、弾性部材を有する。
　第一ブラケットは、ラックの第一ラックポストに取り外し可能なように取り付けられる
。
　第二ブラケットは、ラックの第二ラックポストに取り外し可能なように取り付けられる
。
　第一ブラケットと第二ブラケットのいずれか一つは、レール部材に動くことが可能に取
り付けられる。
　ブロック部材は、第二ブラケットに動くことが可能に連結される。
　弾性部材は、弾力を提供し、これにより第二ブラケットは、ブロック部材に対して、第
一位置を保持する。
　第一ブラケットが第一ラックポストから取り外されると、レール部材が所定方向へと移
動する過程において、第二ブラケットは、レール部材に従い、方向へと移動し、ブロック
部材が、第二ラックポストに接触すると、第二ブラケットは、ブロック部材に対して、第
一位置から第二位置へと移動し、第二ラックポストを離脱する。
【０００９】
　本発明によるブラケット装置は、ブラケット、ブロック部材、及び連結部材を有する。
　ブロック部材は、ブラケットに動くことが可能に連結され、ブロック部材とブラケット
のいずれか一つは、案内部を有し、案内部は、所定の長さを有する。
　連結部材は、ブロック部材の案内部を通過し、ブラケットとブロック部材とを連結し、
しかもブラケットは、連結部材に基づき、案内部の所定の長さ内において、ブロック部材
に対して第一位置と第二位置との間で移動する。
【００１０】
　本発明によるブラケット装置において、弾性部材は、第二ブラケットとブロック部材と
の間に連結され、しかも弾性部材は弾力を提供し、これにより第二ブラケットは、ブロッ
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ク部材に対して、第一位置を保持する。
【００１１】
　本発明によるブラケット装置において、第二ブラケットは、第一接触部を有し、ブロッ
ク部材は、第二接触部を有し、第二ブラケットの第一接触部は、ブロック部材の第二接触
部を押圧し、使ブロック部材能は、第二ブラケット２４に対して一角度の偏りを呈し、而
可離脱第二ラックポスト。
【００１２】
　本発明によるブラケット装置において、第二ブラケットとブロック部材のいずれか一つ
は、案内部を有し、案内部は、所定の長さＬを有し、ブロック部材は、連結部材により、
案内部に取り付けられ、第二ブラケットに動くことが可能に連結され、第二ブラケットは
、連結部材により、案内部に取り付けられ、しかも所定の長さに基づき、ブロック部材に
対して、第一位置と第二位置との間で移動する。
【００１３】
　本発明によるブラケット装置において、第二ブラケットは、レール部材に動くことが可
能に取り付けられる側板、側板におおよそ垂直に連結される端板、及び端板に取り付けら
れ、しかも第二ラックポストの取り付け孔に取り付けられる取り付け部材をさらに有する
。
【００１４】
　本発明はブラケットをラック上から簡単に取り外すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明一実施形態のスライドレールキットが二個のブラケットにより二個のラッ
クポストに取り付けられた状態を示す模式的斜視図である。
【図２】本発明一実施形態のスライドレールキットの模式的分解図である。
【図３】本発明一実施形態のスライドレールキットが二個のラックポストに取り付けられ
た状態を示す模式図である。
【図４】本発明一実施形態のスライドレールキットの第一ブラケットが第一ラックポスト
から取り外された状態を示す模式図である。
【図５】本発明一実施形態のスライドレールキットの第二ブラケットがレール部材に従い
所定方向へ移動する様子を示す模式図である。
【図５Ａ】図５の５Ａの局部を示す模式的拡大図であり、レール部材が縦方向壁の第一部
分により第二ブラケットの第二部分に接触することを示す。
【図６】図５の第二ブラケットが方向へと継続して移動し、しかもブロック部材の停止部
が第二ラックポストに接触する状態を示す模式図である。
【図６Ａ】図６の６Ａの局部を示す模式的拡大図であり、ブロック部材が第二接触部を有
し、第二ブラケットの第一接触部に対応することを示す。
【図７】図６の第二ブラケットが方向へと継続して移動し、しかも第二ブラケットの一部
分がブロック部材を押圧する状態を示す模式図である。
【図７Ａ】図７の７Ａの局部を示す模式的拡大図であり、第一接触部が第二接触部に接触
することを示す。
【図８】図７の第二ブラケットがブロック部材に対して所定位置まで移動する時、ブロッ
ク部材が第二ブラケットに対して一角度の偏りを呈する状態を示す模式図である。
【図８Ａ】図８の８Ａの局部を示す模式的拡大図であり、第一接触部が第二接触部を押圧
することを示す。
【図９】本発明の一実施形態のスライドレールキットの第二ブラケットの第二ラックポス
トへの取り付けを準備する動作を示す模式図である。
【図１０】本発明の一実施形態のスライドレールキットの第二ブラケットと第二ラックポ
ストが先ず接触する際の動作を示す模式図である。
【図１１】本発明の一実施形態のスライドレールキットの第二ブラケットがさらに第二ラ
ックポストと接触する際の動作を示す模式図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
　　　（一実施形態）
　図１に示す本発明実施形態のスライドレールキット２０は、第一ブラケット２２と第二
ブラケット２４により、ラック（ｒａｃｋ）の第一ラックポスト２６と第二ラックポスト
２８に取り外し可能なように（ｄｅｔａｃｈａｂｌｙ　ａｔｔａｃｈｅｄ）取り付けられ
る。
【００１７】
　図２に示す通り、スライドレールキット２０は、レール部材３０、サポートフレーム３
２、ブロック部材３４、及び弾性部材３６をさらに有する。
　サポートフレーム３２は、レール部材３０に固定するように連結され、レール部材３０
の一部分と見做され、或いはサポートフレーム３２とレール部材３０とは、直接一体成型
される。
【００１８】
　サポートフレーム３２は、上壁３８ａ、下壁３８ｂ、及び上壁３８ａと下壁３８ｂとの
間に連結される縦方向壁４０を有する。
　上壁３８ａ、下壁３８ｂ、及び縦方向壁４０は共に、通路４２を形成する。
　縦方向壁４０は、第一部分４４（突出ブロックなど）を有し、通路４２内に設置する。
【００１９】
　第一ブラケット２２は、レール部材３０に隣り合う第一端部３１ａに取り付けられる。
　第二ブラケット２４は、レール部材３０に動くことが可能に取り付けられ、レール部材
３０に隣り合う第二端部３１ｂまで移動する。
【００２０】
　具体的には、第二ブラケット２４は、側板４６、端板４８、及び少なくとも一個の取り
付け部材５０を有する。
　側板４６の少なくとも一個の部分は、レール部材３０に動くことが可能に取り付けられ
、例えば、サポートフレーム３２の通路４２内に動くことが可能に取り付けられる。
　側板４６は、第二部分５２を有し、サポートフレーム３２の第一部分４４、第一連結特
徴部５４（突出物など）、及び少なくとも一個の耳部５６に対応し、おおよそ側板４６か
ら湾曲するように延長する。
　端板４８は、側板４６に、おおよそ垂直に連結される。
　少なくとも一個の取り付け部材５０は、端板４８に取り付けられ、第二ラックポスト２
８の孔５８に取り付けられる。
【００２１】
　ブロック部材３４は、第二ブラケット２４に動くことが可能に連結される。
　つまり、ブロック部材３４は、一対の案内部６０、一対の停止部６２、及び第二連結特
徴部６４（突出物など）を有する。
　一対の案内部６０は、ここでは縦方向孔を例とする。
【００２２】
　さらに、一対の連結部材６６を有する。
　各連結部材６６の局部は、各案内部６０及び各耳部５６を通過し、ブロック部材３４を
、第二ブラケット２４に動くことが可能に連結する。
　これにより、ブロック部材３４は、第二ブラケット２４に対して、動くことが可能に移
動する。
　弾性部材３６は、第二ブラケット２４の第一連結特徴部５４とブロック部材３４の第二
連結特徴部６４との間に連結する。
　別種の実施形態では、案内部６０は第二ブラケット２４に設置される。
【００２３】
　図３に示す通り、第二ブラケット２４は、少なくとも一個の取り付け部材５０により、
第二ラックポスト２８に取り付けられ、しかもブロック部材３４の停止部６２は、第二ラ
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ックポスト２８の端板４８に対応する。
　案内部６０は、所定の長さＬ（所定の縦方向長さなど）を有し、これにより第二ブラケ
ット２４のブロック部材３４に対する移動量を制限する。
　第二ブラケット２４は、弾性部材３６の弾力により、ブロック部材３４に対して、第一
位置Ｐ１を保持する。
【００２４】
　図３及び図４に示す通り、スライドレールキット２０を、ラック上から取り外す時には
、操作者は、第一ラックポスト２６の位置に立ち、第一ブラケット２２と第一ラックポス
ト２６との間のロックを解除する（ロック方式は図示なし）。
　さらに、レール部材３０を所定方向（図示の矢印方向）へと力を入れ、これにより第一
ブラケット２２とレール部材３０は方向へと移動し、第一ラックポスト２６から離脱する
。
【００２５】
　図５と図５Ａに示す通り、第一ブラケット２２が、第一ラックポスト２６から離脱後に
は、さらに力を加え、レール部材３０を方向Ｄへと移動させる。
　レール部材３０が所定位置まで移動すると、第二ブラケット２４を連動する。
　この実施形態では、レール部材３０は、縦方向壁４０の第一部分４４により、第二ブラ
ケット２４の第二部分５２に接触し、第二ブラケット２４を連動する。
　これにより、ブロック部材３４の停止部６２が移動し第二ラックポスト２８に接触する
まで、第二ブラケット２４は方向Ｄへと移動する。
【００２６】
　図６と図６Ａに示す通り、最も好ましくは、第二ブラケット２４の側板４６の一部分は
、第一接触部６８を有する。
　ブロック部材３４は、第二接触部７０を有し、第二ブラケット２４の第一接触部６８に
対応する。
　第一接触部６８と第二接触部７０のいずれか一つは、案内面を有する。
　例えば、第二接触部７０は、傾斜案内面を有する。
【００２７】
　図７と図８に示す通り、第二ブラケット２４がさらに方向Ｄへ向かい第二位置Ｐ２まで
移動すると、第二ブラケット２４の少なくとも一個の取り付け部材５０は、第二ラックポ
スト２８の孔５８を離脱する。
　ここでは、過程において、第二ブラケット２４の第一接触部６８は、ブロック部材３４
の第二接触部７０を押圧することができる（図７Ａと図８Ａ参照）。
　これにより、ブロック部材３４は、第二ブラケット２４に対して一角度の偏りを呈し、
第二ラックポスト２８への接触を停止し、スライドレールキット２０は、第二ラックポス
ト２８から離脱する。
【００２８】
　第二ブラケット２４が第二位置Ｐ２まで移動すると、弾性部材３６は、第二ブラケット
２４の移動に反応し、弾力を蓄える。
　スライドレールキット２０をラックから取り外した後、第二ブラケット２４は、弾性部
材３６に反応し、第二位置Ｐ２から第一位置Ｐ１へと戻る。
【００２９】
　上記した操作の特徴により明らかなように、操作者は第一ラックポスト２６の位置に立
ち、スライドレールキット２０をラックの第一ラックポスト２６及び第二ラックポスト２
８から取り外すことができる。
　よって、操作は非常に便利で、しかもスピーディである。
【００３０】
　図９、図１０、及び図１１に示す通り、操作者がスライドレールキット２０を、ラック
の第二ラックポスト２８に取り付ける時には、操作者は、第一ラックポスト２６の位置に
立ち、第二ブラケット２４を、第二ラックポスト２８の方向へと移動させる。
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　すると、ブロック部材３４の停止部６２の斜面７２と第二ラックポスト２８の相互接触
により、ブロック部材３４は、第二ブラケット２４に対して一角度の偏りを呈する。
　これにより、第二ブラケット２４の少なくとも一個の取り付け部材５０は、第二ラック
ポスト２８の孔５８に取り付けられ、取り付け作業を完成する。
【００３１】
　前述した本発明の実施形態は本発明を限定するものではなく、よって、本発明により保
護される範囲は特許請求の範囲を基準とする。
【符号の説明】
【００３２】
　２０　スライドレールキット、
　２２　第一ブラケット、
　２４　第二ブラケット、
　２６　第一ラックポスト、
　２８　第二ラックポスト、
　３０　レール部材、
３１ａ　第一端部、
３１ｂ　第二端部、
　３２　サポートフレーム、
　３４　ブロック部材、
　３６　弾性部材、
３８ａ　上壁、
３８ｂ　下壁、
　４０　縦方向壁、
　４２　通路、
　４４　第一部分、
　４６　側板、
　４８　端板、
　５０　取り付け部材、
　５２　第二部分、
　５４　第一連結特徴部、
　５６　耳部、
　５８　孔、
　６０　案内部、
　６２　停止部、
　６４　第二連結特徴部、
　６６　連結部材、
　６８　第一接触部、
　７０　第二接触部
　７２　斜面、
　　Ｄ　所定方向、
　　Ｌ　所定の長さ、
　Ｐ１　第一位置、
　Ｐ２　第二位置。



(9) JP 2017-38034 A 2017.2.16

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図５Ａ】

【図６】

【図６Ａ】

【図７】

【図７Ａ】

【図８】

【図８Ａ】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(10) JP 2017-38034 A 2017.2.16

フロントページの続き

(72)発明者  王　俊強
            台灣高雄市路竹區後郷里順安路２９９號
Ｆターム(参考) 3B060 NA05  NB04  ND04 
　　　　 　　  5E348 CC02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

